
議第８６号

高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。

令和６年９月２日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

高山市民プールと赤保木公園の一体的利用の推進及び大八グラウンドの使用料等の見直しを行う

とともに施設の利用促進を図るため改正しようとする。



高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例（昭和５６年高山市条例第５９号）の一部を次

のように改正する。

改 正 前 改 正 後

（売店等の許可）

第１６条 使用者の便を図るため、市長におい

て必要があると認めたときは、第１０条の規

定にかかわらず、売店その他の施設の設置を

許可することができる。

２ 前項の規定による許可を受けたものに対す

る占用料については、市長が別に定める。

（他の条例の適用） （他の条例の適用）

第１７条 この条例に定めるもののほか、中山

公園野球場、中山公園陸上競技場、中山テニ

スコート及び高山市相撲場の管理について

は、高山市都市公園条例（昭和４１年高山市

条例第３０号）第４条から第１４条まで及び

第１７条から第１９条までの規定を適用す

る。

第１６条 この条例に定めるもののほか、中山

公園野球場、中山公園陸上競技場、中山テニ

スコート、高山市相撲場及び赤保木交流広場

の管理については、高山市都市公園条例（昭

和４１年高山市条例第３０号）第４条から第

１０条まで、第１２条から第１４条まで及び

第１７条から第１９条までの規定を適用す

る。

第１８条 （略） 第１７条 （略）



改 正 前 改 正 後

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名称 位置

高山市屋内軽スポーツ場の項～中山テニスコートの項 （略）

高山市民プール 高山市赤保木町１６３６番地１

高山市相撲場の項～奥飛騨トレーニングセンタープールの項 （略）

名称 位置

高山市屋内軽スポーツ場の項～中山テニスコートの項 （略）

赤保木交流広場 高山市赤保木町１６３６番地１

高山市相撲場の項～奥飛騨トレーニングセンタープールの項 （略）

別表第２（第１１条関係）

施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料

午前 午後 全日 夜間 夜間照明

グラウン

ド

大八グラウンド 全面 3,980 5,230 7,960 5,230 2,720

半面 1,990 2,610 3,980 2,610 1,360

南部グラウンド 全面 1,990 2,610 3,980 － －

丹生川運動公園グラウンドの款～奥飛騨村上総合グラウンドの款 （略）

備考 （略）

施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料

午前 午後１ 午後２ 全日 夜間１ 夜間２ 夜間照明

(各区分)

テニスコートの部～屋内軽スポーツ場・屋外ゲートボール場の部 （略）

施設 名称 使用方法 使用料

幼児 小中高生 一般

プール 高山市民プール １人１日につき 無料 100 400

清見Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンタープール

国府Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンタープール

奥飛騨トレーニン

グセンタープール

１人１日につき 無料 50 260

施設 名称 使用方法 時間区分 使用料

（１時間当たり）

照明料

（１時間当たり）

体育館・武道館の部 （略）

別表第２（第１１条関係）

施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料

午前 午後 全日 夜間 夜間照明

グラウン

ド

南部グラウンド 全面 1,990 2,610 3,980 － －

丹生川運動公園グラウンドの款～奥飛騨村上総合グラウンドの款 （略）

備考 （略）

施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料

午前 午後１ 午後２ 全日 夜間１ 夜間２ 夜間照明

(各区分)

テニスコートの部～屋内軽スポーツ場・屋外ゲートボール場の部 （略）

施設 名称 使用方法 使用料

幼児 小中高生 一般

プール 清見Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンタープール

国府Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンタープール

奥飛騨トレーニン

グセンタープール

１人１日につき 無料 50 260

施設 名称 使用方法 時間区分 使用料

（１時間当たり）

照明料

（１時間当たり）

体育館・武道館の部 （略）

施設 名称 使用方法 使用料

幼児 小中高生 一般



レクリエ

ーション

施設

赤保木交流広場

（プール）

１人１日につき 無料 100 400

施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料

午前 午後１ 午後２ 全日 夜間１ 夜間２ 夜間照明

(各区分)

サッカー

場

大八グラ

ウンド

全面 6,800 5,100 5,100 17,000 3,400 3,400 2,100

半面 3,400 2,550 2,550 8,500 1,700 1,700 1,050

選手控室

（１室）

2,000 1,500 1,500 5,000 1,000 1,000 －

備考

１ 午前は８時から１２時まで、午後１は１２時から１５時まで、午後２は１

５時から１８時まで、全日は８時から１８時まで、夜間１は１８時から２０

時まで、夜間２は２０時から２２時までとする。

２ 全面・半面を使用する場合には、選手控室２室分を無料で使用することが

できる。

３ 午前・午後・全日・夜間の各時間区分の前後に３０分単位で使用時間を延

長することができる。延長料は、各時間区分の使用料を３０分当たりの金額

に換算し算定する。

４ 午前８時以前は、１時間単位で使用することができる。使用料は、午前の

使用料を１時間当りの金額に換算し算定する。

備考

１～４ （略）

備考

１～４ （略）

５ 使用方法の欄に掲げる使用方法により使用する場所以外の場所を使用する場合の使用料は、高山市

行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例（平成７年高山市条例第１５号）の規定により算出した

額とする。

６ 使用者が商業宣伝を目的として使用する場合は、当該使用料の額の２倍に相当する額を加算する。

７ 使用者が物品等を販売する営利事業に使用する場合は、当該使用料に総売上額（消費税額及び地方

消費税額を除く。）の１０％以内で規則で定める額を加算する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 別表第２のグラウンドの部中大八グラウンドの款を削る改正及び同表にサッカー場の部を加える改正 規則で定める日

⑵ 前号に掲げる改正以外の改正 令和７年４月１日



（準備行為）

２ 前項第１号に掲げる改正による改正後の高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の規定により大八グラウンドの使用の許可を受けようとする者は、同号に掲げる改正の施行の日１月前からその申請を行

うことができる。

３ 第１項第２号に掲げる改正による改正後の高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の規定により使用の許可又は物品等の販売の許可を受けようとする者は、同号に掲げる改正の施行の日（以下「第２号

施行日」という。）前においても、その申請を行うことができる。

４ 市長又は指定管理者は、前項の規定による許可の申請があった場合には、第２号施行日前においても、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、第２号施行日において市長又

は指定管理者の許可を受けたものとみなす。

５ 第１項第２号に掲げる改正による改正後の高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者に赤保木交流広場の管理を行わせるための準備行為は、第２号施行日前においても行うことが

できる。


